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洞爺湖町手数料条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

別表（第２条関係） 

事務の種類 単位等 額 

１ 略  略  略 

２ 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書

の交付手数料 

１通につき ４５０円 

３ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手

数料（情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）第７条第１項の規定により同法第６条

第１項に規定する電子情報処理組織を使用

する方法（総務省令で定めるものに限る。

以下この項及び第５項において同じ。）に

より戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

を行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明

書の請求が同条第１項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を使用する方法

により行われた場合に限る。）における当

該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う

戸籍電子証明

書提供用識別

符号１件につ

き 

４００円 

別表（第２条関係） 

事務の種類 単位等 額 

１ 略  略  略 

２ 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディス

クをもって調整された戸籍に記録されてい

る事項の全部若しくは一部を証明した書面

の交付手数料 

１通につき ４５０円 
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者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若

しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場

合における当該発行を除く。） 

４ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除

籍証明書の交付手数料 

 

 

１通につき ７５０円 

５ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手

数料（情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律第７条第１項の規定により

同法第６条第１項に規定する電子情報処理

組織を使用する方法により除籍電子証明書

提供用識別符号の発行を行う場合（当該発

行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規

定により同項に規定する電子情報処理組織

を使用する方法により行われた場合に限

る。）における当該発行及び除籍電子証明

書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証

明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子

証明書が証明する事項と同一の事項を証明

する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は

除籍証明書の請求を行う場合における当該

発行を除く。） 

除籍電子証明

書提供用識別

符号１件につ

き 

７００円 

 

 

 

 

  

３ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁

気ディスクをもって調整された除かれた戸

籍に記録されている事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付手数料 

１通につき ７５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-2-



 

６ 略  略  略 

７ 略  略  略 

８ 戸籍の届出若しくは申請の受理、届書そ

の他の書類の記載事項又は電子化された届

書等情報証明書の内容の証明書交付手数料 

１通につき ３５０円 

９ 略  略  略 

１０ 戸籍の届出その他町長が受理した書類

又は電子化された届書等情報の内容を表示

したものを閲覧に供する事務手数料 

書類又は届書

等情報の内容

を表示したも

の１件につき 

３５０円 

１１ 戸籍の附表の写しの交付手数料 １通につき ３００円 

１２～３６ 略  略  略 

備考 第３２項に定める手数料の免除について、行政不服審査法第３８条

第５項の規定により審理員が行う場合においては、第６条第６号中「町

長」とあるのは「審理員」と、同法第７８条第５項の規定により審査会

が行う場合には、同号中「町長」とあるのは「審査会」と読み替えるも

のとする。 
 

４ 略  略  略 

５ 略  略  略 

６ 戸籍の届出及び申請の受理証明書又は受

理書類に記載した事項の証明書の交付手数

料 

１通につき ３５０円 

７ 略  略  略 

８ 戸籍の届出その他町長が受理した書類の

閲覧及び証明書の交付手数料 

 

 

１件につき ３５０円 

９ 戸籍の附票の写しの交付手数料 １通につき ３００円 

１０～３４ 略  略  略 

備考 第３０項に定める手数料の免除について、行政不服審査法第３８条

第５項の規定により審理員が行う場合においては、第６条第６号中「町

長」とあるのは「審理員」と、同法第７８条第５項の規定により審査会

が行う場合には、同号中「町長」とあるのは「審査会」と読み替えるも

のとする。 
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洞爺湖町霊園条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（設置） 

第１条 町は、洞爺湖町霊園（以下「霊園」という。）及び洞爺湖町合

葬墓（以下「合葬墓」という。）を設置する。 

 

（名称及び位置） 

第２条 霊園及び合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

三豊霊園  略 

洞爺湖温泉霊園  略 

観湖台霊園  略 

洞爺共同墓地  略 

成香共同墓地  略 

香川共同墓地  略 

岩屋共同墓地  略 

洞爺湖町合葬墓 虻田郡洞爺湖町三豊５番地 

 

（利用許可） 

第４条 霊園又は合葬墓及び合葬墓の墓誌を利用しようとする者は、町

長の許可を受けなければならない。 

２ 合葬墓は、次の各号のいずれかに該当する者が利用することができ

る。 

（設置） 

第１条 町は、洞爺湖町霊園（以下「霊園」という。）        

              を設置する。 

 

（名称及び位置） 

第２条 霊園の     名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

三豊霊園  略 

洞爺湖温泉霊園  略 

観湖台霊園  略 

洞爺共同墓地  略 

成香共同墓地  略 

香川共同墓地  略 

岩屋共同墓地  略 

 

 

（利用許可） 

第４条 霊園             を利用しようとする者は、町長

の許可を受けなければならない。 
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⑴ 洞爺湖町に住所を有する者 

⑵ 洞爺湖町外に居住する者であって、洞爺湖町に住所を有していた

者の焼骨を埋蔵しようとするもの 

⑶ 霊園又は洞爺湖町内の寺院等の墓地を使用している者で、埋蔵さ

れている焼骨を合葬墓に改葬しようとするもの 

⑷ 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める者 

３ 合葬墓の墓誌は、町が指定する字体・寸法により作成するものに限

り利用を許可するものとする。 

 

（霊園利用権者の代理人の選定） 

第５条 霊園の利用の許可を受けた者（以下「利用権者」という。）は、

洞爺湖町以外に住所を有している者であるとき又は利用権者が前条第

１項の許可を受けた後洞爺湖町以外に住所を変更したときは、洞爺湖

町に住所を有し独立の生計を営む成年者を代理人に選定し町長に届け

出なければならない。 

 

 （利用権の取消し） 

第７条 略 

 ⑴～⑶ 略 

２ 前項の規定    により利用の許可を取り消されたときは、利用

権者は直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。 

 

（返還） 

第８条 霊園の利用場所の全部又は一部が不要となったときは、利用権

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代理人の選定） 

第５条 本町以外に住所を有している者及び利用権者が前条の許可を受

けた後本町以外に住所を変更したときは、本町に住所を有し独立の生計

を営む成年者を代理人に選定し連署して町長に届け出なければならな

い。 

 

 

 （利用権の取消し） 

第７条 略 

 ⑴～⑶ 略 

２ 前項各号の一の理由により利用の許可を取り消されたときは、利用権

者は直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。 

 

（返還） 

第８条 利用場所の   全部又は一部が不要となったときは、利用権者
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者は直ちにその旨を届け出て利用場所を原形に復した後に返還しなけ

ればならない。 

 

（使用料） 

第１０条 霊園及び合葬墓の使用料は、別表に掲げるとおりとし、利用

許可の際に徴収する。 

２ 第４条第２項第４号の規定により合葬墓の利用許可を受けた者は、

前項により定められた合葬墓使用料の５割増しの額とする。 

 

（使用料の免除） 

第１１条 公の扶助を受けている者又は町長が特に認めた者について

は、霊園及び合葬墓の使用料を免除することができる。 

２ 霊園の使用料の免除を許可する場合は、町長は願出の場所にかかわ

らず別に利用場所を指定することができる。 

 

（還付） 

第１２条 略 

２ 合葬墓の既納の使用料は還付しない。ただし、町長は合葬墓を使用

する前であって特に認めた場合については、その全部又は一部を還付

することができる。 

 

 （焼骨の不返還） 

第１３条 合葬墓の利用者は、合葬墓に埋蔵又は改葬した焼骨の返還を

求めることができない。 

は直ちにその旨を届け出て利用場所を原形に復した後に返還しなけれ

ばならない。 

 

（使用料） 

第１０条 霊園     の使用料は、別表に掲げるとおりとし、利用許

可の際に徴収する。 

 

 

 

（使用料の減免） 

第１１条 公の扶助を受けている者又は町長が特に認めた者については、

使用料を減免        することができる。 

２ 前項の減免を許可する場合町長は、     願出の場所にかかわら

ず別に利用場所を指定することができる。 

 

（還付） 

第１２条 略 
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（許可証の交付及び再交付） 

第１４条 霊園の利用権者又は合葬墓及び墓誌利用者には、許可証を交

付する。 

２ 略 

 

 （管理料） 

第１５条 霊園の管理、清掃を行うため利用権者      より管理

料を徴収する。 

２ 略 

 

 （委任） 

第１６条 略 

 

別表（第９条、第１０条関係） 

 

区分 種別 面積 使用料 適用 

三豊霊園、洞爺

湖温泉霊園 
 略 

観湖台霊園  略 

その他の墓地  略 

洞爺湖町合葬墓   焼骨１体につき

２０，０００円 

１回に埋蔵（改

葬）する焼骨が

５体を超える

 

（許可証の交付及び再交付） 

第１３条 霊園の利用権者           には、許可証を交付す

る。 

２ 略 

 

 （管理料） 

第１４条 霊園の管理、清掃を行うため利用の許可を受けた者より管理料

を徴収する。 

２ 略 

 

 （委任） 

第１５条 略 

 

別表（第９条、第１０条関係） 

霊園使用料 

区分 種別 面積 使用料 適用 

三豊霊園、洞爺

湖温泉霊園 
 略 

観湖台霊園  略 

その他の墓地  略 
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場合は、５体を

超える焼骨１

体につき１０，

０００円 
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